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「指導が 不 適切な教員」 の 教師教育政策

○今津　孝次郎 （名古屋 大学）

1 、「指導力不足教員」 か ら 「指導が不 適切 な

教員」 へ

　すで に報告 した よ うに （今津 2007 、服部 ・今

津 2008）、1980 年代後半か ら教師批判 が増加 し
、

1990 年代 を通 じて
“
教師バ ッ シ ン グ

”
が高まる

状況 に対応す る形 で 、2000 年度か ら全 国の 幾 っ

か の 自治体で 自主的に 「指導力不 足教員」 の 認

定 と認定教員に対す る現職研修が開始 され た 。

そ し て 、 4 年後 の 2004 年度 に は全て の 都道府

県 ・政令指定都市教育委員会で認定 ・研 修制度

が整備され るに至 っ た 。

　ただ し、「指 導力不 足 教員」 の 定義や、認 定

基準、認 定組織 、 研修期問 、 研修方法 には 自治

体 に よ りば らっ きが あ り、全国統
一・X；準 をつ く

るべ きだ との 声が あが っ て い た 。 2008 年 4 月 、

改正 教育公 務員特例法 （教特法）が施行 され、

「指導が不適切 な教員」 に対す る 「指導改善研

修」 が、次の よ うに法的に義務化 され た。

　 「第 二 十五 条 の 二 　公 立 の 小 学校 等の 教諭

　等の任 命権者 は、児童、生徒又 は幼児 （以下

　 「児童 等」 とい う。） に対す る 指導が 不適切

　 で あ ると認定 した教諭等に対 し て 、そ の 能力、

　適性等 に応 じて 、当該指導の 改善を図 るため

　 に 必要 な事項 に 関す る研修 （以 下 「指導改善

　研修」 とい う。 ）を実施 し なけれ ばな らない
。

　 2　指導改善研修の 期間は、
一
年 を超 え て は

　 な らな い 。た だ し、特 に 必 要が ある と認 め る

　 ときは 、 任命権者 は、指導改善研修を開始 し

　 た 日か ら引き続 き　 二 年 を超 え ない 範 囲内

　 で 、 こ れ を延長する こ とが で きる。（以 下略）」

　「指導が不適 切 （な教員）」 と従来か らの 「指

導力 不足 教員」とは 同義で あ る との 文科省見解

　（2007 年 4 月 17 日 、 教特 法
一
部改正 に 関する

衆院本会議で の 初 中局長答弁）もあるが 、用語

法を細か く検討 す る と 、 両者 に は以下 の よ うな

相違が ある と考え られる。

　　脂 導力不足 」 は 、指導す る教員の 側 に着目

した表 現で あ り 、 該 当教員 自身の 資質や能力

　（専門知識 ・授業能力 ・対人関係能力等）の 弱

さを示 す。こ れに 対 し 「指導 が不適 歟 は 、学

習す る 子 どもの側 か ら見た表現で あ り、 子 ども

との 関係 に基づ く授業や生徒指導の なかで 「指

導が不 適切」 な点が問題 とされ る の で 、教師 の

側 の 個人 的資質能力 だ けを独 立 させ て 問題 に

して い る の で は な い 。子 どもとの 関係 を問 うこ

とは 、保護者 との 関係 にお け る 「不適切」性 も

間わ れ るこ とに な る。い ずれに して も、「指導

が不 適切 」 とい う表現が使わ れ る と、
“

個人
”

よ りも
“
行為

”

に 焦 点 が 当 て られ る か ら問題対

象 は よ り広 く、 よ り詳細 になっ て い ると書えよ

う。

2 ．「指導が不適切 な教鋤 へ の 二 つ の 立場

　改正 法施行 とあせ て 急遽作成 され全国の 教育

委員会に配 布 され た の が 「指導が不 適切 な教員

に対す る人事管理 シ ス テ ム の ガイ ドラ イ ン 」（文

科省 2008 ＞で 、全国統一の 基準を示 した もの で

ある 。
こ の 「ガ イ ドライ ン 」 には A 「指導改善

研修」 と B 「人 事管理 」 とい う相対す る 二 つ の

性格が混在 して い る 。 す なわち 、
「指導が不 適切」

とは 、
「知 識 ・技術 ・指導方法 そ の 他 、 教員 と し

て求 め られ る資質能力に課題がある 1 揚合で 、

「分限処分等 の 対象 」 とな らない ケ
ー

ス を指す

と しな が らも 、 そ の
一

方 で は 「教員 と し て適格

性 に欠 け る者や勤務実績が良くない 者等 …

分限処分に該 当す る者 は 、 分限処 分を的確か つ

厳正 に行 うべ きで あ る」 とも述 べ て い る 。 実際

に は 「資質能力 」 と 「適格性 」 とは重 な っ て判

断 され るだろ うか ら、指導改善研 修の 結果、分

限免職に至 る こ と もあ り うる 。

　 2007 年度 に全 国の 6 正教育セ ン タ
ー

（総合教

育セ ン タ
ー ・教育セ ン タ

ー ・教育研究所 ・教育

研修セ ン タ
ー） の うち 14 ヶ 所を 、 2008 年度に

は 9 月 まで に 7 ヶ所 （計 21）を訪 問イ ン タ ビ ュ

ー調査 し た。そ の結果、「指導が 不 適切 な教員」

に 対 し て せ め ぎ合 う二 つ の 立場 が暗黙 の うち に

存在す る こ とが浮 き彫 りになっ た。すなわち、

A 研 修 に よ り学校現場 復帰 を 目指 す とい う立場

と、 B 辞め て も ら う （依願 退職 で あれ 、分 限 免

職 で あれ ） とい う立 場で あ る 。そ し て 、ど こ ま
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で A に力点 を置い て認定や弸修 をプ ロ グラ ム 化

し、そ れ を実施す るか、は各教育委員会 の 基本

的姿勢や組織体制 に よ っ て 異な っ て い る と言 え

る 。

　も とも と教育委員会事務局組織に は、研 修部

門 （研 修課等） と人事部門 （教職員課等）があ

り 、 両者の 組織的関係の あ り方 が AB 二 っ の 暗

黙の 立揚 に も微妙な影響を及ぼ して い る よ うに

感 じられ る 。 教育セ ン ターは研修部門を担 う薫

要組織で あるが、近年の 行政合理化に よ り
“
出

先機 関化
”

して お り、人員的 にも予算的に もそ

の 地位 は低 下傾 向に ある （教員 の 資質能力 向上

が力説 され なが ら、自治体施策は それ を実現す

る方 向に は陶か っ て い な い ）。 それ だけに組織的

には人 事部門 （
‘‘

本庁
”

） と力関係 の ドに置かれ

てお り、教育セ ン タ
・一一・

）bS基本的に A の 立場 を取

る として も、認 定教員 の 処遇 につ い て は人事部

門 との 組織 関係 を無視す る こ とは で きない 。研

修 ・人事の 両部門が切 り離され て 、教育セ ン タ

ー
が単な る下請 けに され て い る よ うな場合 もあ

れ ば 、 両部門が連携協力 し合 う組織形態 を取 っ

て い る場合 もあ る。

3 ．教師教育政策の 非
一

貫性

　さて 、先ほ ど紹介 した 「指導が不適 切な教員

に対す る人事管理 シ ス テ ム の ガイ ドライン 」 の

最後 「そ の他 」 の 最後尾 に、申 し訳 なさそ うに

付記 され た
一

文が ある。

　 「平成 21 年度よ り導入 され る 教員免許更新

　制に お け る免 許状更新講習 を修 了 した場合

　で あ っ て も、…　　 免許状の 有効期 間が更新

　 され た こ とを もっ て 、教特法に 基づ く 『指導

　 が不適切で ある』教諭等に は該 当 しない こ と

　 とは な らない …　　 」

こ の
一

文 を見 て 気付 くこ とは、「指導が不適切 な

教員」 と免許更新 とは別問題だ と文科省が認識

して い るこ とで あ り、これま で の 問題経過 か ら

すれ ば それ は 奇妙 だ とい うこ とで あ る。

　 と い うの も 、 免許 更薪 の 発 想 は な に よ りも

「指導力 不 足教員」 あ るい は教員 の 適格性 問題

に由来 して い た。そ し て 、免許更新制が 2001

年度 の 中教審で 本格審議 され た 結果 、問題 点が

多い の で 導入 は見合わせ 、その代わ りに 10 年

経験者研修 を法的に義務付 け る とい う答 申をお

こな っ た の で ある。こ の 答申を受 け て 2002 年 6

月、教特法の
一

部改正 に よ り 10 年研が制度化

され た 。 こ の 10 年研 は授 業研究 を中心 に延べ

約 20 日にわた る重厚な現職研 修 として全国で

す っ か り定着 した （服部 2008）。

　 と こ ろが 、 免許 更新制導入 見合 わせ か ら 6年、

眼前に ある の は次の 三 つ の 教師教育プ ロ グラ ム

が前後の脈絡 も無視して 無造作 に積み上 げ られ

て い る とい うぶ ざま な実態で ある。  10 年研、

  指導が不適 切な教員の 指導改善研修 、   免許

更新 30 時間講習。

　 こ の 三 つ は そ れ ぞ れ 膨大 な費用 と労力 を要

す るに もかか わ らず、 目的的に も内容的に も重

な っ て い る面 が大きい 。 し か も、  免許更新講

習 は教職課 程 をも っ 大学 の 責任で あ り 、 教育委

員会 が   10 年研 と  指導改善研修 の 責任 をも

つ の と区別 され る とい う捉 え方 も、実務的に見

れ ばあま りに も形式 的 に過 ぎる 。

　 こ うした実態が示 して い る の は 、教員の 資質

能力 向上 とい うス ロ
ーガ ン を謳 い なが ら、 そ の

内実は、そ の 時 々 に場 当た り的な施策 を対症療

法的に打ち出す だ けで 、ス ロ
ー

ガ ン を真に実現

す る た め の 首尾
一

貫 し た教師教育政策に は な り

え て い ない 、とい うこ とで ある。
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【付 　記 】

　 多忙 の なか、訪 問イ ン タ ビ ュ
ー

で丁寧に 対応

し て い た だ い た 全 国 の 教育セ ン ターの 關係者 の

方 々 にお 礼申 し上 げる 。 なお 、 本報告 は平成 19
〜20 年 度科学研 究費補助 金 く基盤研 究 C）「『指

導力不足 教員』の 現職教 育に関す る総合的研究」

　（研究代表者 ・今津 孝次郎、分担研究者 ・服部

晃）の 成果の
一

部 で ある 。
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